
１　総括
 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）

　　　

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。
      ２　職員数は、平成21年4月1日現在の人数である。

※類似団体平均についは、公表されている数値の直近の年度のものとしています。

(3) 特記事項
平成16年4月1日新設合併。

(4) ラスパイレス指数の状況（各年4月1日現在）

（注）１ ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数である。
　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。

※類似団体平均及び全国市平均についは、公表されている数値の直近の年度のものとしています。

千円 千円 千円

599 2,459,987 332,089 916,587 3,708,663 6,191 6,397
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２　職員の平均給与月額、初任給等の状況
 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成22年4月1日現在）
　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

　※広島県，国及び類似団体についは、公表されている数値の直近の年度のものとしています。

　　 ②技能労務職

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。
※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態の点において完全に一致しているものではない。
※広島県，国及び類似団体についは、公表されている数値の直近の年度のものとしています。
（注）１　「平均給料月額」とは、平成22年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。
      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての
　　　　諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。　
　　　　　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が
　　　　含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものである。
      ３　公務員においては臨時・非常勤等非正規職員を含みませんが、賃金構造基本統計調査は一定の条件のもとで
　　　　アルバイト等非正規社員も含んでいます。また、技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務
　　　　内容、雇用形態、平均経験年数等の点において、完全に一致しているものではありません。
      ４　賃金構造基本統計調査が企業規模10人以上の企業を対象とするのに対し、人事院及び広島県人事委員会の
　　　　民間給与実態調査は事業所規模50人以上の事業所を対象としています。
　　　　　広島県人事委員会の民間給与実態調査（技能・労務関係職種：電話交換手、自家用乗用自動車運転手、守衛、
　　　　用務員）の状況は次のとおりです。

（2) 職員の初任給の状況（平成22年4月1日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円

（3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成22年4月1日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

50.2

平均年齢 平均給与月額

類似団体

国 3,955 284,514

広島県 125

48.4

49.3 ― ―

54 311,057 340,898 327,925 ― ―

―

― ―

― ―

322,291 ― ―

396,901 354,816 ― ―336,55150.7

-

区　　分

公　務　員

43.9

国 41.9 325,579

398,310

民　間

平均年齢 職員数 平均給料月額
平均給与月額

（Ａ）
平均給与月額
（国ベース）

対応する民間
の類似職種

平均給与月額
（Ｂ）

高　校　卒

高　校　卒

高　校　卒

技能労務職

技能労務職

一般行政職

大　学　卒 172,200

361,136

経験年数15年以上20年未満 経験年数20年以上25年未満

一般行政職

区　　　　分

144,500 140,100

－

330,754

357,074

国広　島　県

178,800 172,200

141,900

三　次　市区　　　　　分

144,500

144,500

332,345

296,213

-

53.1

237,650

237,500

経験年数10年以上15年未満

276,592大　学　卒

高　校　卒

395,180

-

343,49644.1

355,385

三次市

広島県

平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額

338,592

参考

平均年齢 Ａ／Ｂ

三次市 38 367,814 389,738 378,564 ― ― ― ―

うち清掃職員 14 387,401 419,25251.8 406,116
廃棄物処理業

従業員
44.3 290,900

うち学校給食員 12 356,387 366,847 361,762 調理士 42.6 249,30050.1

364,878

386,744

395,666

類似団体 370,103

43.8

（国ベース）

区　　分

395.3 千円
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３　一般行政職の級別職員数等の状況
（1) 一般行政職の級別職員数の状況（平成22年4月1日現在）

（注）１　三次市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。
      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

  

（2) 昇給への勤務成績の反映状況

部長
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

　　　　　　　　％

15.2

　　　　　　　　％

５　　級

２　　級

主事・技師

係長

３　　級

１　　級

課長

66

主任

主任主事・主任技師
　　　　　　　　人

　　　　　　　　人

構成比

　　　　　　　　％

0.9

標準的な職務内容 職員数

40

６　　級
20

　昇給日（4月1日）前の一年間に、病気休暇や欠勤などの日数が一定の日数を超えた職員、又は処分を受けた職員につ
いては、その休暇等の日数や処分内容に応じて昇給号数を減じたり、あるいは昇給しないこととしています。

9.3

４　　級

　　　　　　　　％

15.7

区　　分

　　　　　　　　人

68

　　　　　　　　人

　　　　　　　　人

4

235 54.3

　　　　　　　　％

4.6

１級
0.9%

１級
2.0%

１級
2.7%

２級
15.2%

２級
16.3%

２級
21.4%

３級
54.3%

３級
51.9%

３級
44.1%

４級
15.7%

４級
16.5%

４級
19.0%

５級
9.3%

５級
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４　職員の手当の状況
（1) 期末手当・勤勉手当

千円 千円

（平成21年度支給割合） （平成21年度支給割合） （平成21年度支給割合）
期末手当　　　　　　　勤勉手当 期末手当 　　　　　　 勤勉手当 期末手当　　　　　　  勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分
（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

　　【参考】勤勉手当への勤務成績の反映状況（一般行政職）

（2) 退職手当（平成22年4月1日現在）

（支給率）　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

（退職時特別昇給　　　　　　　　　　　　無　　　　）
１人当たり平均支給額　　 千円 千円
（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、平成21年度に退職した職員に支給された平均額である。

 (3) 地域手当
（平成22年4月1日現在）

千円

千円

％ 人 ％

 (4) 特殊勤務手当（平成22年4月1日現在）
千円

　円

　％

33.50

47.50

役職加算5～20％，管理職加算15～25％ 役職加算5～20％，管理職加算10～25％

広島市

支給対象地域

9,015 23,806

3

２時間以上４時間未満  2,900円

正規の勤務時間内に出
生した新生児に係る分
べん業務に従事したとき

1件当たり10,000円

主な支給対象業務

防疫作業に従事したとき 日額500円

１件当たり800円

１件当たり1,500円

放射線科・検査科に勤
務を命ぜられ作業に従
事したとき

左記職員に対する支給単価

４時間以上　　　　　　    3,300円

夜間看護手当
放射線科・検査科に勤務を命ぜら
れ作業した職員

分べん業務従事手当 分べん業務に従事した医師等

229

76,418

5

支給実績（平成21年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（平成21年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（平成21年度決算）

支給実績（平成21年度決算）

放射線科・検査科に勤
務を命ぜられ作業に従
事したとき

1.4

役職加算5～15％

59.28

・定年前早期退職特別措置（2％～20％加算）・定年前早期退職特別措置（2％～20％加算）

放射線・検査取扱手当
放射線科・検査科に勤務を命ぜら
れ作業した職員

行路病人の救護の作業に従事し
た職員

防疫等作業従事手当

行旅死亡人等取扱手当

防疫作業を行った職員

支給対象職員数

・職制上の段階，職務の級等による調整額の加算措置

日額230円

行路病人の救護の作業
に従事したとき

行路死亡人の収容の作
業に従事したとき

行路死亡人の収容の作業に従事
した職員

1

支給率

59.28

27.30

42.12

2.752.75 1.4 1.4

１人当たり平均支給額（平成21年度）

2.75

59.28

30.55

41.34

59.28

59.28

23.50

59.28

　基準日（6月1日及び12月1日）以前の6か月間に、病気休暇や欠勤などの日数が一定の日数を超えた職員、又は処
分を受けた職員については、その日数や処分内容に応じて、勤勉手当の支給割合を減じています。

47.50

21.00

33.75

国三　　　　　　　　　　　次　　　　　　　　　　　市

国

1,490

三　　　　　次　　　　　市 広　　　　　島　　　　　県

国の制度（支給率）

9

―１人当たり平均支給額（平成21年度）

1,585

1件当たり25,000円

278,042

20.8

58,667

２時間未満　　　　　　    2,000円

正規の勤務時間外に出
生した新生児に係る分
べん業務に従事したとき

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成21年度）

手当の種類（手当数）

手当の名称 主な支給対象職員
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 (5) 時間外勤務手当
千円

千円

千円

千円

（6) その他の手当（平成22年4月1日現在）

円

円

円 円

円

円

円

円

円

休日給手当 時間外勤務手当に含む同じ

管理職手当

管理監督の地位にある職員

異なる

31,000

（平成18年度から育児休暇制度に係る代
替職員の原資として10％削減し定額化し
た）

休日等における正規の勤務時間中に勤務
した職員　　給料の時間単価×1.35×時間
数

38,304 千円 539,493

　行政・医療職課長級

円
給料月額×
８～２５％

　行政職部長級 53,000

　行政職次長級 41,000

　医療職部長級 81,000

　医療職次長級 56,000

430,950

424

419,414

内容及び支給単価
国の制度
との異同

国の制度と
異なる内容

支 給 実 績 （ 平 成 21 年 度 決 算 ）

支 給 実 績 （ 平 成 20 年 度 決 算 ）

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 平 成 21 年 度 決 算 ）

　配偶者

414

手　当　名

扶養手当

　配偶者以外1人目
　（配偶者有）

　配偶者以外1人目

(平成21年度決算）

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 平 成 20 年 度 決 算 ）

支給実績
支給職員１人当た
り平均支給年額

同じ

6,500 円

11,000

同じ 55,283

13,000

111,592 千円 244,184
円

　配偶者以外2人目以降

満16歳年度初めから満22歳年度末までの
間にある子1人につき5,000円加算

住居手当 　借家（上限） 27,000

55,000 円

円　（配偶者無）

6,500

70,449 千円 70,946
　交通機関

通勤手当

通勤の為、公共交通機関、交通用具を利
用・使用している職員

同じ
　（1ヶ月あたり支給限度額）

円
　（1ヶ月あたり支給限度額）

円

千円 233,260

　交通用具
23,600

0 千円 0 円単身赴任手当
異動等により転居し、やむを得ない事情に
より配偶者と別居し、単身で生活している
職員　23,000円～45,000円（距離加算）

同じ
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病院職員の手当

円

円

円

円

円

５　特別職の報酬等の状況（平成22年4月1日現在）

円 ／ 円

円 ／ 円

円 ／ 円

円 ／ 円

円 ／ 円

円

円

（注）　退職手当の「1期の手当額」は、4月1日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（4年＝48年）勤めた場合における

　　　退職手当の見込額である

退職時

退
職
手
当 副 市 長 給料月額×支給率（３．０）×年数

　（支給時期）

市 長 給料月額×支給率（２．５）×年数 9,000,000 退職時

　　（算定方式） （1期の手当額）

8,760,000

月分

議 長 　　（平成22年度支給割合）

副 議 長
4.15 月分

議 員

手　当　名 内容及び支給単価
国の制度
との異同

国の制度と
異なる内容

(平成21年度決算）

支給実績
支給職員１人当た
り平均支給年額

24,826 千円 153,245夜間勤務手当
正規の勤務時間として深夜に勤務した職
員　　給料の時間単価×0.25×時間数

同じ

円

　一般行政職

円

宿日直手当

宿日直勤務を命ぜられた職員

準拠
自宅待機を
命ぜられた
職員　無

45,060 千円 398,761

3,600

週休日等に臨時・緊急の必要により勤務し
た管理職員　　 　4,000円～12,000円

同

区　　　分

4,200

　医療技能職 7,200

　医師 20,000

管理職特別
勤務手当

特地勤務手当
医師、歯科医師が赴任する場合の生活不
便に対し，医師，歯科医師確保のため
（給料月額＋扶養手当月額）×１５％

準拠
地域によっ
て支給の有
無がある

給 料 月 額 等

三次市 (参考）　類似団体における最高／最低額

給
料

1,036 千円

47,671 千円

518,000 円

934,722 円

市            長 900,000 円

730,000 円

　自宅待機
医師

医療技能職

副 市 長

10,000

1,007,000 579,600

817,000 520,000

690,000 359,800

副 議 長 407,000 円 620,000 295,800

議 長 454,000 円

560,000

報
酬

議 員 371,000 円

市 長 　　（平成22年度支給割合）

273,500

期
末
手
当

副 市 長 4.15
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６　職員数の状況
（1)部門別職員数の状況と主な増減理由

（各年4月1日現在）

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。
　　　２　[     ]内は，条例定数の合計である。

（2)年齢別職員構成の状況（平成22年4月1日現在）

　

＜参考＞　

[ 1,287   ］ [ 1,287   ］      人口１万人当たり職員数    171.85    人
合　　計

1,017 994 △ 23  

△ 1    ・下水道管理事務の民間委託拡大に伴う減

小　計 417 409 △ 8    

△ 7    ・医療職退職者等の欠員分不充足

水　　道 15 15           

公
営
企
業
等

会
計
部
門

病　　院 359 352

その他 43 42

△ 3    ・社会教育部門の組織・機構・事務事業見直しによる減

小　計 58 55 △ 3    
特
別

行
政

部
門

教育関係 58 55

542 530 △ 12  
＜参考＞　人口１万人当たり職員数    91.63    人

　　（類似団体の人口１万人当たりの職員数  58.86 人）

          

土　　　木 51 50 △ 1    ・本庁・支所組織体制の見直しによる減

商　　　工 7 7

          

農林水産 31 33 2        ・本庁・支所組織体制の見直しによる増

労　　　働 1 1

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

職 員 数 対前年
増減数

主な増減理由
平成21年 平成22年

職員数
1490

人 人
18 60 71 129 128 109 117

23歳 27歳 31歳
人

59歳 以上
人 人 人 人 人 人 人

39歳

56歳 60歳44歳 48歳

～ ～ ～ ～

20歳 24歳 28歳
区　分

32歳 36歳

35歳

～ ～

未満

～ ～

一
般
行
政
部
門

議　　　会 7 6

総　　　務 173 164

税　　　務 37 37

△ 1    ・休業者の欠員加配を復元

△ 9    ・総務部門の組織・機構・事務事業見直しによる減

民　　　生 201 197 △ 4    

35 1        

          

・退職不補充による減

・環境部門の事業強化に伴う増衛　　　生

人
994124 85 4

人 人

34

計

小　計

～

20歳 52歳

～

40歳

55歳43歳 47歳 51歳

0

2

4

6

8

10

12

14

16

構成比

５年前の構成
比

%（例）
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(3)定員管理の数値目標及び進捗状況
①平成17年4月1日～平成22年4月1日における定員管理の数値目標

②定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要
（各年4月1日現在）

（注）１　計画期間は、17年～22年の5年間である。
　　　２　増減は、各年の欄にあっては対前年比の職員増減数を、計の欄にあっては計画1年目以   
  　　　降現年までの職員増減数の累計を示す。                                              

７　公営企業職員の状況
　(1)　水道事業
  　① 職員給与費の状況
ア　決算

職員給与費 　（参考）

　　　

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。
      ２　職員数は、平成21年3月31日現在の人数である。

イ　 特記事項

平成16年4月1日新設合併。

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成22年4月1日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

千円 千円

21年度 9 35,146 6,454 13,303 54,903 6,100 6,781

職員数

平　成 人 千円

　　　　千円

類似団体平均

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　　　給与費 　　B/A 一人当たり給与費

区　　分

21年度 912,860 15,257 54,903

平成20年度の総費用に

千円　 千円　 ％

職員給与費比率

％

　質収支

Ａ  占める職員給与費比率Ｂ　 　　　　　　Ｂ／Ａ

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一人当たり

6.0 6.5

　　　　　　　　　区　　分

部　　門

17年 18年 19年

計画始期 １年目 2年目

総 職 員
職員数 1,046 1,018 1,012

増 減 △ 28 △ 6

平成17年4月1日 平成22年4月1日
純減数

職員数 職員数

人 人 人 ％

992 54 5.2

純減率

532,059

564,09445.6 370,362

1,046

三 次 市 （ 一 般 行 政 職 ）

平均月収額

公営企業

三 次 市 水 道 事 業 43.1

　　　　　　区　　分

348,479

区　　分 総費用

平　成

平　均　年　齢

純損益又は実 総費用に占める

13

職員数 359 350 363

等 会 計 増 減 △ 9

1,013

11

1,017

390

16

1

374

4

20年 （参考）
数値目標計3年目

21年

4年目

△ 52

△ 8

994

22年

5年目

△ 23

382 -

23

17～22年

992

△ 54

362

3

-

　　計　　Ｂ

基本給

千円 　　　　　千円 千円
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 ③ 職員の手当の状況
ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（平成21年度支給割合） （平成21年度支給割合）
　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当 　　期末手当　 勤勉手当

 月分  月分  月分  月分
（加算措置の状況） （加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

イ　退職手当（平成22年4月1日現在）

（支給率）　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

（退職時特別昇給　　　　　　　　　　　　無　　　　） （退職時特別昇給　　　　　　　　　　　　無　　　　）
１人当たり平均支給額　　 千円 千円 １人当たり平均支給額 千円 千円
（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、平成21年度に退職した職員に支給された平均額である。

ウ　地域手当　　　支給なし

エ　特殊勤務手当　　　支給なし

カ　その他の手当（平成22年4月1日現在）

円

円

円 円

円

円

円

円

円

④定員管理の数値目標及び進捗状況
６　（３）　①参照

42.12

47.50 59.28

1,478 1,549
１人当たり平均支給額（平成21年度）

（平成18年度から育児休暇制度に係る代替
職員の原資として10％削減し定額化した）

同じ

　医療職次長級 56,000

　行政・医療職課長級 31,000

372 千円 372,000 円管理職手当

管理監督の地位にある職員

異なる
給料月額×
８～２５％

　行政職部長級 53,000

　行政職次長級 41,000

　医療職部長級 81,000

0 千円 0 円単身赴任手当
異動等により転居し、やむを得ない事情に
より配偶者と別居し、単身で生活している
職員　23,000円～45,000円（距離加算）

同じ

円円
　（1ヶ月あたり支給限度額）

　交通用具
23,600 円

　（1ヶ月あたり支給限度額）

324,000

通勤手当

通勤の為、公共交通機関、交通用具を利
用・使用している職員

同じ 635 千円 79,350
　交通機関

55,000

三　　　　　　　　　　　次　　　　　　　　　　　市

１人当たり平均支給額（平成21年度）

三　　　次　　　市　　（一般行政職）

同じ 324 千円

満16歳年度初めから満22歳年度末までの
間にある子1人につき5,000円加算

三　　　　　　　　　　　次　　　　　　　　　　　市 三　　次　　市　　（一般行政職）

24,7570

33.75

住居手当 　借家（上限） 27,000

円
　（配偶者無）

　配偶者以外2人目以降 6,500

1,533

　配偶者以外1人目
6,500 円

　（配偶者有）

　配偶者以外1人目
11,000

(平成21年度決算）

支給実績
支給職員１人当た
り平均支給年額

扶養手当

　配偶者 13,000

同じ 千円 306,600 円

手　当　名 内容及び支給単価
国の制度
との異同

国の制度と
異なる内容

2.75 2.751.4 1.4

役職加算5％～15％ 役職加算5％～15％

21.00 27.30 21.00 27.30

33.75 42.12

休日給手当
休日等における正規の勤務時間中に勤務
した職員　　給料の時間単価×1.35×時間
数

時間外勤務手当に含む

47.50 59.28

59.28 59.28
・定年前早期退職特別措置（2％～20％加算） ・定年前早期退職特別措置（2％～20％加算）

0 26,610

59.28 59.28
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